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令和４年２月定例教育委員会 

 

開催日時  令和４年２月９日（水）午前１０時～正午 

 

 

１ 開  会（教育長） 

○足羽教育長 

 皆さん、おはようございます。それでは、ただいまから令和４年２月の定例教育委員会

を開会いたします。今回はこのコロナ感染対策ということも含め、また、立春寒波が参り

まして、随分緩んできてはいますけれども、今回は東部のほうが随分雪が降りまして、３

０センチ以上の積雪がようやく解けてきたようなところでございます。今回はそういうこ

とも含めて、半分オンライン開催ということで、教育委員会を開催させていただきます。

ちょっと画面越しということにはなりますけれども、またそれぞれの議題、あるいは報告

事項等につきまして、ご意見を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

２ 日程説明 

○足羽教育長 

 それでは、最初に、教育総務課長から、本日の日程説明をお願いします。 

 

○谷口教育総務課長 

 本日は議案２件、報告事項４件の計６件でございます。ご審議の程よろしくお願いいた

します。 

 

 

３ 一般報告 

○足羽教育長 

 それでは、まず私のほうから一般報告をいたします。先程も触れましたが、この１月に

入りましてから、新型コロナウイルスオミクロン株による感染者が急増して参りました。

１月だけで１,９３０人の感染者が確認されるなど、本当にこれまでになかった急激なス

ピードで感染が広がっているところでございます。その余波が学校あるいは子ども園等に

も大きく影響していることはご承知のとおりでございます。臨時休業あるいは、学校・園

におけるクラスターが多発している現状であり、なんとか対策を講じながら、子どもたち

の学びを止めないことに尽力していきたいと思っています。そういう中で教育委員会は、

県のコロナ対策本部と連携しまして、西部地区にコロナ対応の特命チームを派遣しており
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ます。１月の後半からでございましたが、３名の米子市教育委員会職員とも連携しながら、

３名の事務局職員を派遣して、速やかに感染が確認された学校との連携を取りながら、濃

厚接触者あるいは接触者等の対応に当たり、非常に効果を上げているところでございます。

ただ、長時間勤務であるとか、対応が非常に難しいところがあるのですけど、もう暫くこ

の特命チームを米子保健所のほうに派遣継続しながら、子どもたちの学び、そして命と健

康を守ることに尽力して参りたいと思います。また全体に関わっては、別途報告をさせて

いただきます。 

 お手元の資料をご覧いただきますと、まず１月２４日に、県と市町村の行政懇談会がオ

ンラインで開催をされました。教育委員会としましては、市長さん、町長さん、そして村

長さん方に新年度新たに取組もうとする県独自の少人数学級・３０人学級の推進について、

あるいは併せまして喫緊の課題でもある学力向上策の取組についてご提案をして、全市町

村の首長さんからご了解をいただいたところでございます。首長さん方からも、やはり少

人数もよし、それから学力向上に取組むのもよし、ただ、それを指導する教員の確保は大

丈夫なのだろうかという課題も投げつけられたところであり、確保に努めるとともに、教

育の質の向上に今後も努めて参りたいと思っております。 

 それから、１月２８日に、倉吉東高校が、かねてから取り組んでおります国際バカロレ

ア候補校への正式な申請を行いました。私が現地に赴き、国際バカロレア機構とオンライ

ンで結んで、署名をして、正式に申請を行ったところでございます。この審査結果は夏ご

ろに判明するとのことでございますので、その結果を受けて、また取組を加速させていき

たいというふうに思っております。 

 それから、３０日には、ＳＤＧs アワード表彰式というのがございました。これは鳥取

県と鳥取銀行とが対応して、若者の地域づくり活動への意欲を高め、また将来の地域の担

い手を育成していく、地域への愛着を深めるということを目的に取り組まれているもので

あり、特に持続可能な地域社会づくりということで、ＳＤＧs に関した小学生、中学生、

あるいは一般の方からの応募があったところでございます。その中で、小中学生の部でグ

ランプリは、稲葉山小学校の森田さんという児童が優勝されました。この森田さんは、海

のプラスチックゴミ、海岸等に流れつくプラスチックゴミを加工してアクセサリーを作っ

てはどうか、いわゆる再生エコを図っていくというような、そんな取組を堂々と発表され

ました。ちょっと見にくいのですが、これがプラスチックゴミを加工しまして、アクセサ

リーを作るという、そんな取組を発表され、グランプリを受賞されたところでございます。

ＳＤＧs の取組は全校種で既に始まっており、是非こうしたグランプリ受賞を契機に取組

が更に広がること、深まることを期待しているところでございます。 

 それから、１月３１日には、私に関係することですが、全国の共済組合の支部長会です

とか、あるいは全国の都道府県の教育長会議がございました。一部中島委員さんのほうに

も参加いただきまして、ご意見等を頂戴いたしたところでございます。 

 そして、２月３日、手話パフォーマンス甲子園の実行委員会が開催をされました。知事
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を筆頭に私も参加して、新年度の手話パフォーマンス甲子園が、令和４年９月２５日に倉

吉未来中心で開催されることが決定をいたしました。是非今回は対面でということを強く

皆さんが希望しておられますが、状況を見ながら、またオンラインも含めたハイブリッド

型の手話パフォーマンス甲子園を楽しみにしたいところでございます。 

 ２月７日に、先日委員の皆様方にお世話になりました総合教育会議が開催されたところ

であります。 

 そして最後に昨日、２月８日に高校入試の推薦入試が無事滞りなく終えることができま

した。来年度から特別入試に変りますので、推薦入試としては本年が最後になりますが、

中学３年生・受験生の皆さんは、それぞれこれまで培ってきた自分の思いをしっかり各学

校で伝えていただいたというふうに伺っているところでございます。 

 一般報告は以上でございます。 

  

 

４ 議  事 

○足羽教育長 

 続いて、議事に入ります。本日の議事録署名委員は、中島委員と佐伯委員にお願いした

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 

 

５  議案の概要説明 

○足羽教育長 

 それではまず林次長から、議案の概要説明をお願いします。 

 

○林次長 

 本日は議案につきましては２議案でございます。 

 まず議案第１号、令和４年度鳥取県小・中・義務教育・特別支援学校学級編制基準につ

いてでございます。市町村立の学級編制基準等が法律に基づきまして、県の教育委員会が

定めることとされておりまして、令和４年度の基準について、議案として提出させていた

だくものでございます。 

 議案第２号につきましては、鳥取県立博物館協議会委員の任命についてでございます。

こちらにつきましては、現委員の任期が３月３１日で切れますので、新年度に向かいまし

てそれぞれ新たな委員の選任をお願いするものであります。ご審議の程よろしくお願いし

ます。 

 

 

(１)議案 
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【議案第１号】令和４年度鳥取県公立小・中・義務教育・特別支援学校学級編制基準につ

いて 

○足羽教育長 

 それでは、議案第１号について、担当課長から説明をお願いします。 

 

○井上教育人材開発課長 

 失礼します。教育人材開発課の井上でございます。議案第１号、令和４年度鳥取県公立

小・中・義務教育・特別支援学校学級編制基準につきまして、議決をお願したく提案をさ

せていただきます。かねてから少人数学級の拡充を国の標準法改正と合わせて、本県独自

の形で導入することを検討して参りまして、先程教育長の話にもありましたとおり、行政

懇談会におきまして、市町村及び県とで、その方向性についてご同意をいただいたところ

でございます。この少人数学級・３０人学級の導入につきまして、鳥取県教育委員会とし

て、学級編制基準というかたちで定め、令和４年度の３０人学級を実際に導入していくこ

ととなります。具体的には１頁に編制基準の案を出させていただいておりますが、これま

で本県は、小学校単式学級第１から２学年で３０人、第３学年から第６学年で３５人と定

めておりましたものを、令和４年度につきましては第１学年から第３学年までを３０人、

そして第４学年から第６学年を令和４年度につきましては３５人としますが、基本的な方

向性としては、これを年次計画で、令和５年度につきましては第４学年、令和６年度につ

きましては第５学年というように年次で進行させていくという方法で、行政懇談会のほう

で合意をいただきまして、今回令和４年度の編制基準につきまして、ご審議をいただくも

のでございます。 

 なお、一番の学級編制基準の一番下に、注釈を入れさせていただいていますが、義務教

育学校につきましては、９年間の教育課程を定めていますので、いわゆる小学校６年、３

年以外の区切りを設定する場合も在り得るという特例を設定させていただいております。

また、２番のその他にも示させていただきましたが、教育委員会として、これを議決いた

だき、決定していただくという提案が本件でございますが、その後令和４年度当初予算が

議会で成立をしまして実際の効力を発するということを申し添えさせていただきます。 

 なお、行政懇談会のほうで、市町村のほうからご意見を賜っておりますが、１頁のほう

をご覧ください。学級編制実際を３０人で実施をする場合に、例えば施設設備等が準備で

きないことが在り得るということで、ご意見をいただいております。一番の学級編制の５

月１日現在の児童での学年で行うということを書かせていただきましたけれども、その下

になお且つとして、教室不足等特別の理由がある場合には所属の判断により、１学年の児

童数が県の基準を超えて学級編制をすることができるということを要領の中に定めさせて

いただきたいと思います。この２点が例年から大きく変わるところでございますし、今後

の本県の方向性を定めるものでございますので、よろしくご審議をいただけたらと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 



5 

 

 

○足羽教育長 

 提案がございましたが、この少人数学級・３０人学級を実施していくに当たっての新た

な学級編制基準の提案でございました。委員の皆様方のほうから、ご質問ご意見がござい

ましたら、お願いいたします。 

 

○若原委員 

 この件について危惧されるのは、教員数、それから教室や施設設備が足りるのかという

ことですけども、初年度から年次進行で完成年度まで、どれくらいの教員増をして、教室

が増加するか試算されていると思いますので、それを口頭でもいいですし、そういう一覧

表でもあれば、見せていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○足羽教育長 

 いかがでしょうか。 

 

○井上教育人材開発課長 

 教室数につきましては、今市町村のほうで確認をしておりますけれども、来年度につき

まして特に問題があるということは聞いておりません。行政懇談会のほうでも、ご意見ご

心配等ありましたけれども、教育委員会側では、特に大きな問題はございませんでした。

また、教員の確保ですけども、来年度につきましては、試算をしたところ、実際に３５人

から３０人に学級を編制しなおした場合に、増加する学級数は１７学級ということでした

が、１年生から６年生までで児童数が変動していきますので、１年生から６年生までで全

体で見た時には１０学級増、他学年で減少するということがありますので、全体的には１

０学級の増となります。また、大きく懸念されております、いわゆる学校の教育課題に対

する国から配分される加配定数が実際にどうなっていくかということでございますけれど

も、切り替えに国から示されるのが、年度末ということになりますから、まだ具体の状況

はわかっておりませんが、現在国の予算のほうで示されている内容から見ますと、大きく

減少することはないのではないかということを見込んでおります。合わせて今年度末、４

月１日の教員配置に向けて、私どもも正規採用を他県から来ていただくための教員採用試

験を県外で実施し、他県から来ていただく方も含めて、教員確保には最大限努力して参り

ます。 

 

○足場教育長 

 その他いかがでしょうか。はい、佐伯委員さんどうぞ。 

 

○佐伯委員 
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 若原委員さんとほぼ似ている部分があるのですが、実際に教室が増えればエアコンの設

備をやらなければいけないとかありますが、要項の中の最初のところに、教室の不足等の

理由がある場合には、市町村の判断により、という文が入っていたので、そこのところを

市町村のほうが具体的に考えられたらいいのかなと安心したところもありました。総合教

育会議でも、人数ではないというようなこととか、二人体制のようなチームで学級を見て

いくシステムもあってもいいじゃないかというようなことも出てきたりして、例えば市町

村のほうで、いろいろ工夫されて、教室に不足があっても加配のほうを使って、その学級

が３０人をちょっと超した学級でも OKになると捉えていってもいいのでしょうか。できれ

ば３０人はきちっとやっていただきたいなと思っているんですけども、教室が足りないと

いうことが出てくる可能性があるかと、それから心配なのは、加配を減らしていただかず

に、是非各学校の課題に応じた加配というのをこれまでと同じような程度で配置していた

だきたいとお願いしておきます。よろしくお願いします。 

 

○井上教育人材開発課長 

 各学校の教育課題に対応するための加配というのは非常に重要なものだと捉えておりま

す。国から配布されるもの、それから本県として独自に問題にしているものと、それらを

観察しながら、適正な配置に努めて参りたいと思います。今までと変わらないように出来

ることをしようと思います。また、施設設備等というふうに書かせていただきましたが、

当然教室のみならずエアコンがないということで、教育環境に大きな差が出ることは大変

問題だと捉えておりますので、そういうことも含めて、但し書きを入れさせていただいて

おります。 

 少人数学級を実際に実施するに当たりまして、例えば３１人とか３２人とか少し超えて

しまう場合が在り得ると思います。まずは学級編制をしていただくというのが基本である

と考えておりますが、例えば体育であるとか、音楽であるとか、集団が大きくなることに

よって、教育効果が高まるという効果も多々あるというふうに考えております。また、担

任の得意な科目、国語であるとか算数であるとか、そういう担任の得意な科目が、どのよ

うな形になっているかということでも、教育条件が様々取り組まれるのではないかと思っ

ております。例えば教科によってそのような状況を踏まえながら合併して授業を行うとい

うようなことを組み合わせながら、弾力的に教育活動を行えていくということを含めて実

施をしたいと考えております。教育活動・教育内容が最大限発揮できるということを考え

ていきたいと思っております。 

 

○佐伯委員 

 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 

○足羽教育長 
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 いろいろ運用面での課題はあるのですが、市町村の協力金等を含め、市町村のご理解を

いただきながら進めていく、県全体としての制度設計になっておりますので、原則として

やはり３０人という枠は維持しながら、それに付随する教室数、あるいは弾力的な運用と

いった問題についてはある程度柔軟に対応していくことが必要になります。しかし、不足

数についてはそれが見込まれているならば、それを市町村のほうでどう対応されるかとい

うことは早目早目に投げて、足りないから３５人学級のままです、というふうな安易な形

になれば制度としてこれはどうなのかということになります。当面は不足することはない

という見込みですが、これは社会減・増によって随分変ってきますので、その辺の推移を

見ていただきながら、市町村のほうにも対応を早目早目にしていただくこと、これを速や

かに提示して参りたいと思っております。補足でした。 

 

○中島委員 

 今教育長がおっしゃったことと同じような話になるんですけども、要領のなお書きのと

ころというのが、「小学校３年生の学級編制について、教室の不足とか特別な理由がある

場合には、市町村の判断により、３０人を超えても学級編制ができる」というように書い

てあることが、そもそもこれが現実的にどれぐらいの基準で運用されるのかということに

ついて、今教育長がおっしゃったように、基本的には３０人以下という基準は守るんだと

いう前提の元に、ただし、どうしてもやむを得ない場合にはそれを超える学級編制も可能

だという、明確な線引きがあったほうがいいと思うので、この要領の書き方というのはも

うちょっといい書き方は無いですかね。なんか「出来る」というと、若干弱い感じがする

んですけど、これはどうなんですか。書き方としてはこんなものなんですか。 

 

○足羽教育長 

 原則はこうだということを前面に書いた上で、「ただし」というのがその後にくる。こ

れは市町村の単独判断ではなくて、県との協議を踏まえて、そうすることを決めるという

ことですね。 

 

○中島委員 

 ちょっと文言は、もし考えることができるのであれば、調整を考えてみてはどうでしょ

うか。 

 

○足羽教育長 

 はい。今日は要領の内容までは検討しなくてもいいです。そこは調整が効きますので、

今日議案として出していただくのは、基本線としての３０人学級を推進するものとして１

頁が議決になりますので、１頁の編制基準について、委員の皆様方のご了解が得られれば、

それをどのように運用していくのかという面の取扱要領については、もう少し吟味して市
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町村とのやり取りも必要かもしれませんし、そういうふうな形で整理していくということ

で、いかがでしょうか。（委員の同意の声。） 

 そのほか、よろしいでしょうか。ありがとうございました。では、特に基準については、

ご異論が無いということで、第１号議案は、原案のとおり決定させていただきます。どう

もありがとうございました。 

 

 

【議案第２号】鳥取県立博物館協議会委員の任命について（非公開） 

 

 

（２）報告事項 

○足羽教育長 

 それでは、これより公開として、報告事項に入りたいと思います。まず、アの教員採用

候補者選考試験の実施要項の骨子について、お願いします。担当課長から説明をお願いし

ます。 

 

【報告事項ア】令和５年度鳥取県公立学校教員採用候補者選考試験実施要項の骨子につい

て 

○井上教育人材開発課長 

 令和５年度（令和４年度実施）鳥取県公立学校教員採用候補者選考試験実施要項の骨子

につきまして、教育長決裁をいただきましたので、報告をさせていただきます。 

 １番に主な変更点を上げさせていただいておりますが、中学校教諭の選考試験を関西会

場で実施をするということ。それに伴いまして、実技試験等を第二次選考試験のほうに移

行して実施をしたいと考えております。また、ＩＣＴ活用に関する技能実技試験を中学校

教諭の全教科及び養護教諭に拡大をして実施するということ。それから、小学校教諭の専

門試験につきまして、特に教科担任制ということを踏まえながら、数学・理科について傾

斜配点を行うということについて、導入したいと考えております。また、一般選考におけ

る加点制度としまして、中学校教諭の技術・家庭を追加したいと考えております。教員確

保の困難さが顕在化している教科ということで、こういうことを加えさせていただきたい

と思います。 

 合わせまして、試験実施の全体スケジュール等、それから一次試験と二次試験の試験時

間のバランスを考えながら、試験時間を一部短縮するということを考えております。 

 ここまでについては、方向性について適宜報告をさせていただいておりましたが、一点、

１番の下から２つ目の丸なんですけども、栄養教諭の選考試験につきまして、これまでは

本県で既に学校栄養職員として在職している方を中心に採用試験を実施しておりましたけ

れども、令和５年度（令和４年度実施分）から、免許所有者すべての方を対象とした試験
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を導入したいと考えております。これが大きな変更点でございます。 

 ２番目以降に、これらを具体化して表現をさせていただいております。２番の（２）第

一次選考試験の日程としましては、関西会場で実施をする試験区分を小学校教諭・特別支

援学校教諭・養護教諭・中学校教諭とし、６月１９日に実施をしたいと考えております。

その１週後に鳥取会場のみですが、高等学校教諭と栄養教諭を実施したいと考えておりま

す。また、第二次試験の日程は、今年度並みの日程になりますが、８月２６日から９月５

日ということになります。 

 ４番の一般選考における内容として、試験内容をそれぞれ付けさせていただいておりま

すが、大きく変わる点としましては、小学校教諭の先程申しあげました傾斜配点理数型を

導入したいというところと、栄養教諭の試験を実施するというところでございます。  

 はぐっていただきまして、第二次選考試験につきましては、技能実技試験を第二次選考

試験のほうに移行し、集団面接と個人面接を実施し、技能実技試験と人物評価を行うとい

う形にしております。変更点としましては、先程申しあげましたとおり、中学校教諭にＩ

ＣＴ活用を拡大するということ、また、専門試験技能実技試験という形で、例えば体育・

音楽、その辺りの技能を確認したいということにつきましては引き続き二次試験のほうで

実施をしたいと考えております。 

 複数免許状所有者への加点として、先程申しあげました中学校教諭の技術及び家庭を新

設したいと思います。 

 特別選考につきましては、大きな変更点はございません。本年度実施したものを中心に

実施をします。 

 なお、６番のその他としまして、試験時間を書かせていただいておりますけれども、マ

ークシート方式で６０分間ということを新設したいと考えております。また、中学校教諭

の試験時間を関西会場で実施するということに伴いまして、これまで８０分で実施してい

たものを、６０分に短縮したいと考えています。 

 以上が大きな変更点でございます。このように令和５年度の採用試験を実施したいと考

えております。以上でございます。 

 

○足羽教育長 

 来年度の教員採用試験の骨子につきまして、主な変更点を中心に説明をいただきました。

近年教員不足が全国的な課題になっておりますが、教員採用試験の在り方を、本県は非常

に先駆的改善、中身を含め、やり方、そして受験生の負担軽減等も含めて、総合的に見直

しているのは、これもほんとに全国では希な形で、必要なものは踏襲をするし、加点をす

るですとか、それから短くできるものは短く、あるいは実技は二次で一括する。毎年この

ようにいろんな変更を加えてきている状況を補足で説明させていただきたいと思います。

いかがでしょうか。ご質問等がありましたらお願いします。 
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○若原委員 

 直接この内容には関わらないかもしれないけれども、教員の兼業ということに関連して、

お寺の住職、神社とかの神主、今実際そうであるかどうかはともかく、採用されてからそ

ういう兼業したいという方については、これは採用試験に応募することはできないという、

なんかそういう条件はありますか。 

 

○井上教育人材開発課長 

 ございません。そこはございませんし、神社とお寺につきましては、兼職兼業の対象で

はございませんので、許可を要するものではございません。ただ、その他兼職兼業をそれ

ぞれ考えておられる方があると思いますが、出願の段階で不合格にするということはござ

いません。 

 

○足羽教育長 

 特にそれが、弊害にはなってないということです。 

 

○若原委員 

 そういうことを心配されている声をちょっと関係の方から聞いたもので。ありがとうご

ざいました。 

 

○中島委員 

 今のご説明にあったかもしれないんですけれど、中学校教諭の保体以外が、６０分から

８０分に増えているのは、これはＩＣＴ活用が入ったせいですか。 

 

○井上教育人材開発課長 

 逆です。 

 

○中島委員 

 ８０分から６０分に減らすんですか。それはなんでなんですか。 

 

○井上教育人材開発課長 

 関西会場で試験実施するということを想定し、会場それから試験時間を鑑みて、小学校

教諭は既にやってますけれども、今度はそれに合わせて円滑な運営を図りたいということ

です。 

 

○中島委員 

 なるほど。じゃあみんな基本。わかりました。 
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○井上教育人材開発課長 

 筆記試験で専門性を図っていきますので、それが十分にできるような試験内容というの

は、当然引き続き続けていきたいと思います。 

 

○中島委員 

 わかりました。 

 

○足羽教育長 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 

○中島委員 

 これは直接の内容ではないんですけど、技術・家庭の教員の不足というのは前から随分

お聞きしていて、大学の養成の課程の中で、そもそもそれを目指す人が少ないということ

ですか。 

 

○井上教育人材開発課長 

 例えば、島根大学さんですと、技術と家庭科は、主専攻では取れないようになっている

ようです。副専攻という形で取るようになっているようです。例えば中学校の国語は主専

攻で、副専攻で小学校だとか、副専攻で他教科だとかいう形になるようです。実際に免許

を取られる方も少ないようなことで見させていただいております。教育学部の課程の中で

も、なかなか取りにくいというようなことはあるようです。 

 

○中島委員 

 であるとすると、要はこういうことをやっても、十分には教員が確保できないという可

能性が高いのだとすると、対応策というのはどんなことがあるんですか。 

 

○井上教育人材開発課長 

 まずは、大学の側にそういう教員養成課程として、技術と家庭科ということはお伝えを

しておりますし、だから行政のほうでも努力していただくことは大学の中にもしていただ

いているところです。今回、加点として入れさせていただいたのは、例えば数学の免許を

持った方で、技術の免許を持っておられる方がもしいるのであれば、その方は加点という

形で優遇するというメッセージを伝える。こういう複数の免許を持っておられる方で対応

していくことを考えた対応策ですので、副専攻でもいいですので取っていただくようにと

いうメッセージを発したいと思います。 
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○中島委員 

現職の教員が、その免許を取るということもできるんですよね。 

 

○井上教育人材開発課長 

 例えば通信制課程で免許を取るということになりますが、一定期間の教育実習が必要に

なりますので、現職でというのは、なかなか難しいところがあります。 

 

○中島委員 

 結局、そういうことも考えていかないと、一般的ないわゆる受験科目的なことでいうと、

技術とか家庭科というのは周辺的な科目ということになるけれども、でも人間が一人で生

きていくということを考えた時には、むしろ一番重要な科目という言い方もできるわけじ

ゃないですか。だから、そういう教員が不足するということに対する何かしら現場的な対

応策ということは、もう作っていってもいいんじゃないのかなと思うんですけど。例えば、

鳥取県版の免許みたいなことも何かありましたね、他のことで、なかったでしょうか。 

 

○林次長 

 特別支援で、免許取得がしやすくなる。あれは教育委員会として、特別支援の免許を取

得することをするために、いわゆる単位の講習を積みあげていく形で出来るようにという

のはやってましたけど、一つの手法として内地留学とかなにかその時間を勤務として扱う

ような。 

 

○足羽教育長 

 情報が入った時に、情報の免許をそういう形で集中的にということでやっていました。

今技術・家庭についてのネック、特に技術のほうは大学側に指導者がいないということが

あり、でも中島委員さんが言われるように、手をこまねいていてもしようがない。じゃあ

あの手この手を検討して、指導に当たれるように、どんな工夫が必要かということが大き

な課題かなという認識は持っております。 

 

○若原委員 

 中島委員が言われたように、実習助手の中から活用して、仕事をしながら講習を受けて、

教員免許を取るというような、そういう制度はなかったですか。 

 

○足羽教育長 

 実習助手は中学校にはいませんので、高校のほうで実習科目の農業・工業・水産の専門

科目に、実習教諭とか実習助手という枠がございますが、中学校にはありません。 
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○若原委員 

 高校で実習助手として仕事をしながら、免許を取って、中学校に異動するということは

あり得るわけですか。 

 

○足羽教育長 

 実習助手は教諭ではないので、異動される時には採用試験を受けていただくことになり

ますけども、それでも資格を持たれた方が受けるという機会は増えるんじゃないかと思っ

ていますが。 

 

○井上教育人材開発課長 

 中学校技術と、工業とはかなり免許法上の科目が違います。技術と工業の両方を取れる

ような課程を持つ工学部等はありますけれども、鳥取大学は近年まで、そういうことをし

ていたんですけども、平成２９年からやめております。ですから技術を志望する方という

のが必要となる課題があります。 

 

○足羽教育長 

 佐伯委員さん、どうぞ。 

 

○佐伯委員 

 技術の先生が足りないというのは前から聞いていて、鳥取だけの問題ではないのかなと

思うのと、それから中学校の教育課程の中に技術・家庭がちゃんと位置付けられていると

すれば大きな問題ですよね。それを文科省のほうでも、そういう指導者の方を大学に養成

していただいて、そういう先生を養成する。それからこういう試験の状況を見れば、教師

を目指す学生さんの中には、こういう科目の方が優遇されるんだったら、こういう免許を

取りたいなと思ってくれる方も出てくるとは思うので、やっぱりこれは、鳥取だけでどう

こうしようということは、ちょっと難しいのかなと個人的には思うので、もしよろしけれ

ば何かの折に教育長さんのほうから、働きかけていただけたらなあと思いますが、どうで

しょうか。 

 

○足羽教育長 

 はい、ありがとうございます。先程の中島委員さんからのご意見同様に、「大学でも、

こうだからだめだ」というように、手をこまねいていても仕方がありませんので、国への

そうした要望を含め、検討したいと思います。更には今、本県は島根大学に非常に、この

教員養成についてはお世話になっていますが、それと同時に技術の養成課程を持つところ

に、個別に大学訪問にお願いに上がるというようなことも、本県がこうした加点制度も設

けて迎え入れたいと考えているというようなことを、今尚、養成ができているところに働
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きかけというのもまた検討してみたいと思います。ありがとうございました。 

 そのほかございますか。では、年々課題を明確にしながら、今後も改善を進めて参りた

いと思いますので、ご意見等ありましたら、またお寄せいただければと思います。よろし

くお願いします。以上で報告のアは終わります。 

 

 

【報告事項イ】 令和３年度ＧＩＧＡスクール構想進捗状況について 

○足羽教育長 

 それでは、報告事項イ、令和３年度ＧＩＧＡスクール構想進捗状況についてお願いしま

す。 

 

○横山教育センターＧＩＧＡスクール推進課長 

 教育センターＧＩＧＡスクール推進課の横山でございます。２カ月に１度程、情報提供

させていただいていましたが、今年、年を越しましたので、これまでの進捗状況につきま

して、まとめてご報告をさせていただきたいと思っております。今年度に入ってから、昨

年度作成しました「学校教育情報化推進計画」に基づきまして、様々な取組をして参りま

した。詳しくは２頁以降に付けておりますけれども、現時点でのＧＩＧＡスクール元年と

しての評価というか、主な成果、課題について報告をさせていただきます。 

 １頁をお開きください。総括的なことでございます。小中学校におけるＩＣＴ活用、１

人１台端末からスタートしたのですけども、概ね着実に進んできているんではなかろうか

と評価しています。例えば、小学校でございますが、週１回以上、授業でＩＣＴを活用し

ている教員の割合が８割以上の小学校が６８％になりました。春は４０％ぐらいだったん

ですけども、かなりアップしてきておりますし、５割以上を合わせますと、１月末では９

３％を超えております。それから中学校でございます。オンラインで始業式をしたりとか、

全校集会をしたりとか、こういった学校が増えてきております。春ですと４１.５％だっ

たものが、今は８５％ということでかなり定着してきております。 

 それから、非常時に持ち帰りの準備ができている小中学校で、最近よく新聞に報道され

ますけれども、こういった学校は夏の時点では４１％ぐらいだったものが、１月にはほぼ

１００％の状況になってきております。 

 それから毎月、推進地域とか先進校の取組というのをインターネットで配信したりして

いますけれども、こういった情報を共有することで、各校のノウハウが蓄積されているの

がよくわかります。 

 それから先月、高等学校課のほうから報告してもらいましたが、１人１台端末の中学か

らの進学を見据えてＢＹＡＤのアカウント準備も進行しております。 

 課題としては、各学校の取組にまだ温度差があるというのがあるのかなと思っておりま

す。活用し始めて今度は授業力を高めていくことに向かいまして、県全体のレベルアップ
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というのが求められます。それから、改善を図りつつあるんですけども、自治体とか学校

によって、まだまだ機器というか通信状況の差があるというふうに思っておりまして、例

えば、Wi-Fiが、多目的室に付いていないとか、そういった状況があります。 

 次年度の取組の方向性としては、まだばらつきがあるという認識の元に、活用定着期と

いうふうに捉えまして、ＩＣＴを活用した教育が日常化するように学校現場を支援してい

きたいと思っておりますし、推進が進んでいる学校については、応用的な取組についても

支援していきたいということで、いろいろバリエーションを増やして研修を行いたいなと

考えております。 

 それから、１年やってきておりますので、発達段階に応じて、どんな活用能力を身に付

けるか、こういったものをもう一度整理した体系表を今作っております。こういったもの

を示しまして、そういった目標に各先生方が沿って指導ができるように進めていきたいと

思っております。 

 それから、高等学校でのＢＹＡＤというのを本格的にスタートすることにつきまして、

様々なトラブルが想定されます。こういった対応を行うために、ネットワーク回線の強化

とヘルプデスクなどの教諭へのサポートといったものを、新年度充実させたいというよう

に思っております。 

 それから少し先ですけども、デジタル教材とか、ＣＢＴ（コンピュータベースドテスト）

の導入、教育データを活用した学習支援なども見据えながら、新たな取り組みを試行して

いきたいなあと思っております。 

 合わせまして、これらの取組については、来週月曜日よりオンラインで、教育研究大会

というサイトを作りまして、ここでご報告させていただくようなことを考えております。

この大会の詳細については、一番最後の６頁に参考資料として付けております。報告は以

上でございます。 

 

○足羽教育長 

 今年度スタートしましたＧＩＧＡスクール構想、具体的な指導場面等、これまでも授業

の様子等を含めて報告をさせていただいておりましたが、今年度も終了に近づいて、総括

的にということで、改めて報告をさせていただいたところでございます。なにかご質問等

ありましたらお願いします。 

 

○鱸委員 

 総合教育会議でも言いましたが、ＧＩＧＡスクール構想の本質がなかなか伝えられてい

ないという感じを受けます。活用の定着期というところに拘っていて、人間力を高める、

将来の新しい世界の中で生きていく子どもたちを作るんだということになれば、やはり質

の向上というのは案外難しいと思います。総合会議でも出ていましたけれども、授業デザ

インを作って、ＧＩＧＡスクール進捗状況の中で、やはり授業デザインというか、本来の
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ＧＩＧＡ構想が目指す子ども像に合ったＩＣＴを使っていくなり、教師の再教育といった

ところを思いきってやっていくということも必要なんだろうというように思います。単な

るデジタル化というだけではもったいないような気がします。いかがでしょうか。 

 

○横山教育センターＧＩＧＡスクール推進課長 

 その本質のことでございますけれども、２頁に、（２）学びの創造先進校という項目を

設けております。ここで鳥取県版ＰＢＬプログラムということを書いておりますけれども、

実はこのＰＢＬというのは、課題解決型の能力とか想像力を養うプログラムでございまし

て、特に総合的な学習とか、探究の時間を使って、実社会の課題解決をするような、そう

いったプログラムでございます。こういったものも応用として出来るようにプログラムを

用意しようかなということで、先程ご指摘いただきました本質的な活用というところで、

こういった授業の組立てなども、次年度は広げていきたいなと思っているところでござい

ます。これは高校でもやる予定にしております。 

 

○足羽教育長 

 鱸委員さんからご指摘いただいた点は、この進捗状況の報告の中の根幹に、ＧＩＧＡス

クール構想の目的等、明確に据えて、その目的がどのように達成しつつあるのか、あるい

は課題がどこにあるのかを確認しながら進めるべきだというふうに私は把握しましたが、

鱸委員さんいかがでしょうか。 

 

○鱸委員 

 そのとおりだと思うんですが、いわゆる電算機だということで、単にＩＣＴを利用する

ということ、例えば電子黒板を使うことがＩＣＴなのか、試験用紙をコンピューターの中

で試験をするという、そういうどこかの基準がわかりやすいものを全部挙げていくという

のも、一つは初期には必要でしょうけども、実際には今教育長がおっしゃったように、本

来の想像力とか人間力というか、いわゆるアップグラウンド的なところも評価項目なんか

と組み合わせてＩＣＴの検索によって、こういう評価はこうなりますというような見方も

反映をして並行してやればいいと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○横山教育センターＧＩＧＡスクール推進課長 

 評価については、先程ちょっと紹介したＰＢＬのプログラムなんかは、まさにおっしゃ

るような評価の仕方というのができるプログラムで考えておりまして、そういったＩＣＴ

を使ったり、プロジェクトの学習をすることで、どういった力が付いたかというような評

価をするようなプログラムも考えておりまして、そういったＩＣＴの活用から発展して、

そういう学びに繋がるようなそんなステップアップというのも次年度以降充実させていき

たいなと考えているところでございます。 
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○鱸委員 

 ありがとうございました。わかりました。 

 

○足羽教育長 

 貴重なご意見だったと思いますので、このＧＩＧＡスクールを使うことが、とりあえず

今年は整理して使うことが目標であったんですが、本来のそれは１人１台持たせることが

目的でもなんでもない。そのことで子どもたちにどんな力を、これまで体験できなかった

学びを提供できるのかという点では、鱸委員さんのおっしゃるとおりのことだと思います

ので、その辺の指標もこうした取組状況の中に見えるような形で、また今後お示ししたい

と思います。ありがとうございました。森委員さん、どうぞ。 

 

○森委員 

 私も鱸委員のお話に少しかぶるところもあるんですが、ＩＣＴの先生方への浸透という

ところが、非常に重要とされているところだと思います。子どもたちも、もうここからは、

先生方もそうですけども一緒になって、ＩＣＴ活用にどんな未来が開けるのか、どんな自

分たちに可能性があるのかということを、少しイメージをさせるだとか、どんなふうに使

いたいのかという子どもたちの意見も、逆に私たちの参考になるのかもしれないなあとい

う気がします。多分今、世の中はテレビを見ずにユーチューブを見たり、本当はメディア

は全く違うリソースを使っている子どもたちですので、その子たちから見て、その子たち

が憧れる、その子たちがよく興味を持っているところがどこなのかということも含めて、

大きく子どもの目線からも参考になることがあるのではないかと、来年再来年に向かって

進めていく過程の中に、こういう時こそ外部講師のＩＣＴを使って活躍している方などの

講演だとか、そういったものを子どもたちと先生も一緒に聞くだとか、招かなくても今な

らできますので、未来想像をさせるような方法もあってもいいのかなというふうに感じま

した。 

 

○足羽教育長 

 ありがとうございます。はい、どうぞ。 

 

○横山教育センターＧＩＧＡスクール推進課長 

 ありがとうございます。今ＩＣＴ端末推進校とか、先進校の校長先生方とこの前話をし

た時に、確かに活用は進んできた、先生方も進歩はしてきた、ただ、おっしゃるようにど

ういう力が付いたのかという辺りは疑問に思うことがあるということをおっしゃっていた

先生もおられました。それで量をこなしてきたので、来年度は質への転換を図る必要があ

るのではないかなということで、一定の転換を意識した取組もやっていきたいなと思って
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おりますし、おっしゃっていたような外部の講師の方というのも積極的にお呼びしたり、

オンラインで繋がったりしながら、そんな活動もしていきたいなと思っております。 

 

○足羽教育長 

 佐伯委員さん、どうぞ。 

 

○佐伯委員 

 私のほうは学年の繋がりがすごく大きいなと考えておりますので、せっかく慣れて抵抗

感がなくなってきて、これからはやっぱり本当の意味の活用になってくるんではないかと

思います。それで授業の中でどう使うか、どのような効果があるのかというところが問わ

れてくるので、教科担任制の中で、どのクラスにも同じような効果的な活用ができるとい

う横展開になっていくのが望ましいではないかなと思ったりしますので、そこの実践例み

たいなものを示していただけると、活動ができている状況がわかると思います。 

 身近になればなるほど、行き過ぎてしまったり、軽い気持ちで発信したことが、傷つけ

ることになったんだということを身近に感じていることもあると思います。ＩＣＴの活用

を振り返ってみると、自分は使えるようにはなったが、こういうことは気を付けていかな

ければならないんだということに気づきがあったりすること、そういうことをフィードバ

ックして、こちらのほうもその成果がわかればいいなと思います。すごく身近だし、タブ

レットではない個人持ちのいろんなものを家庭で使っていて、そこで思わぬ危険なところ

に入り込んでしまうということもあり得るので、是非、情報モラル教育の進展というのも、

使い方に慣れるということと合わせて、必ず取り組んでいかなければならないことだと思

いますので、よろしくお願いします。 

 

○横山教育センターＧＩＧＡスクール推進課長 

 ありがとうございます。２点いただきました。まず、実践例なんですけども、これも今

収集しておりまして、ＩＣＴ活用ハンドブックというのを昨年作ったんですが、これの増

補版として、活用事例というのを集めて、またフィードバックしていきたいなというふう

に考えているところです。その中にもモラルのことなんかも入れ込んでいきたいなと思っ

ております。それから、来年の教員研修の中に、情報モラルと合わせて、デジタルシティ

ズンシップという考え方といった表記も入れようかなと思っておりまして、慣れるまでの

ものと、それから慣れてからの子どもたちのリテラシーというのは変ってくるのかなあと

いうふうに思っておりますので、そういったことも対応できるようにしていきたいなと思

っております。 

 あとは、各市町の担当者と意見交換して日々していますと、いろんな事例が上がって参

ります。メールであったりチャットであったり、規制すべきではないかという話も聞いた

りするんですけども、やはり学校が与えている端末であったりとか、そういうネットワー
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クの中で指導ができるようなものであれば、その中でいろんなことをさして、見守ってい

く、そういった少しおおらかな見方というのも必要ではないかなと思っておりますので、

いろんなことを共有しながら進めていきたいと思っております。 

 

○中島委員 

 今示していただいた１頁目の主な成果の１のところで、週１回以上活用している教員の

割合が８割以上の小学校が約７０％になったということで、確かにすごく伸びているんで

すけど、逆にいうと、週１回も使わないという人が、まだ一定数いらっしゃるんだという

ことに、逆にちょっと驚きですよね。そうすると今実数がどれぐらいなのかということに

もなってくるのかなと思うんですけど、「いい、悪い。なんで使わないんだ」ということ

で責めるわけではないですけど、おそらく使われないことには何か理由があるんだと思う

ので、もうシラミつぶし的に、直接インタビューをされて、「なんでなんですか？こうい

うこともできますよ」というような提案をされていくということも考えられたらどうかな

ということが、一つです。 

 それからもう一つは、今質への転換ということでおっしゃってて、もうまさにそのとお

りだなと思います。それで質への転換については基本的には良い事例をどんどん出して、

「なんだ。これならうちの教室でも出来る」ということでもって、横展開していくという

ことになると、やっぱり今おやりになっているようないろんな出会いの場等を通じて、

「これも来月すぐ使おう」みたいな感じの機会をどれだけ増やしてもらうかということだ

ろうなというふうに思いますので、是非そういう場をどんどんつくっていただければなと

いうふうに思います。 

 それから最後ですけども、今横山さんもおっしゃったんですけども、高校でのＢＹＡＤ

で、やっぱりけっこうトラブルが出るんじゃないかなというのが心配していて、そこら辺

を是非重点にしていただいて、現場でなんか大変すぎみたいなパンクするみたいなことに

ならないようにしていただければなというふうに思います。以上です。 

 

○横山ＧＩＧＡスクール推進課長 

 おっしゃること、ほんとに我々も危機感を持っておりまして、２割の先生が出来ない。

まさに大変なことだと思いますので、実は推進地域では、もっと細かいアンケートという

のを学校ごとに取っております。一方でその状況を分析してみまして、なぜこの学校は弱

かったのかということを教育局から今年度中にアプローチしてもらおうかと思っておりま

す。それは今年度設置年の取組であって、そういった取組を来年は他の推進地域以外に広

げていきたいなと思っていますので、おっしゃるようなことで底上げを図っていきたいと

考えております。 

 それから、事例は、実はテンプレートみたいなのも載せるようにはしているのですけど

も、ただそれは載せても自分の授業の中で使うのはすごい難しいといいますか、アンケー
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トを取ったりはすぐ使えるんですけども、じゃあこの単元の中で使うというのが、自分の

ものになかなかなりにくいというのも実はあるので、事例を単に共有したらうまく授業が

できるかというと、やっぱり授業がうまい先生だと、「これを使ったらできるよね」とい

うのはすぐにしてもらえるんですけども、授業の運び方のわからない先生が、テンプレー

トをもらってもできない、そんなこともありまして、どうしたらうまくいけるかなあとい

う辺りも話ながら進めていく方向でございます。 

 高校のＢＹＡＤにつきましては、さっきもありましたヘルプデスクとか、支援制度とい

うもので対応できたらなと思っています。 

 

○中島委員 

 私のささやかな経験でいうと、やっぱりＩＣＴ機器によって、一つ導入期はもちろんす

らら的な形でもってドリルをというのがあったんですけども、もちろんそれもそれでやり

つつ、質的な展開ということでいうと、子どもたちが自分で情報を取りにいけるというこ

との知的好奇心というのをどうやって火をつけるかというところの回路の開き方、プラッ

トフォームの作り方というんですか、授業の構成の仕方という部分と、あとはちょっと似

たところはあるんですけど、どんなに新鮮な出会いがネットを通じて他県の人と繋がれる

とか、海外の人と繋がれるのかということでもって、授業とか学校とかが開いていくとい

う場をどうやってつくっていけるかというところが、ネットの授業導入における大きい可

能性なんじゃないかなというふうに私は思っているんですけど、なにかしらそういう可能

性をどんどん拡大していくということを進めていただければいいんじゃないかなと思いま

す。 

 

○足羽教育長 

 よろしいでしょうか。本当にまだまだ始めたたばかりで、これからが本番、大事なとこ

ろであることを、私も様々な機会では言い続けておりますので、中身をどこにこだわった

ＩＣＴ教育としてＧＩＧＡスクール構想を進めていくのか、最初に鱸委員さんからご指摘

いただいた目的外のところに一生懸命になりすぎないように、もちろん使うことを前提に

しながらも、目指すべきところがどこなのか、山の頂上をしっかり見失わないように、足

元ばっかり見て躓いてしまい、どこに行ったらいいかわからなくなることがないように、

目指すべきところをしっかり見据えて、なおかつ足元を時折見ながら登山をしていく。冬

山には登らない、という着実な意味に繋げていけるようにしていきたいと思いますので、

今後ともまた気づかれた点等ありましたら、ご指導いただけたらと思います。ありがとう

ございました。 
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【報告事項エ】 第２回鳥取県いじめ・不登校対策連絡協議会の概要について 

○足羽教育長 

 では、ウは欠番ですので、報告事項最後のエをお願いしたいと思います。 

 

○岡本いじめ・不登校総合対策センター長 

 報告事項エ、いじめ・不登校総合対策センターです。よろしくお願いします。第２回鳥

取県いじめ・不登校対策連絡協議会を開催しましたので報告します。４番の内容をお願い

します。今回は１回目より更に踏込んで意見がいただけるように、次の２つについて、グ

ループ協議という形を中心に会議を構成しました。 

 （２）のグループ協議をお願いします。まず、いじめ事例に関する協議ですが、よく起

こりがちで長期化や深刻化しやすいケースを提示し、必要な対応や児童生徒への寄り添い

方など、委員それぞれの立場からの意見を伺いました。２つ目は、県が行っている２つの

事業、校内サポート教室と、自宅学習支援事業について説明させていただき、そこから見

えてきた不登校支援を進める上で大切にしたい考え方を元に、それをどのように広げてい

けばよいかということと、あと、不登校特例校の効果や課題を踏まえて、県として新たに

どんな支援の枠組が必要かなどについて意見交換を行いました。 

 ５のグループ協議での主な意見です。 

 まず、いじめ事例を通してですが、いじめをした側についても、困った子は困っている

子という考え方で、ただ指導するというだけではなくて、背景を含めてアプローチが必要

であるといったご意見。 

 本人が「大丈夫です」というような場合は、ほんとに難しく、担任としてかかえ込んで

しまう危険性がある。かかえ込みを防ぐためには、学校がチームとしての対応をしていか

なければならない。 

 一番最後のところですが、いじめの指導をした後のスケジュール感が大切であり、その

後どのような体制で見守っていくのかなどは、担任は多くの子どもを相手にしているので、

後のフォローをコントロールできるような者が学校に必要ではないかといったご意見をい

ただきました。 

 次に（２）の今後の不登校支援の在り方についてですが、こちらもグループのほうで協

議していただきました。サポート教室については、小学校のほうにも配置をしていただき

たいというようなご意見をいただきました。学校の教員は、つい欲が出てしまって、でき

るようになると「じゃあ次」となってしまうので、無理させないようにしなければいけな

い。本人に考えさせる場を与えながら、しっかりと、学校と本人とが繋がって自信を深め

ていく取組を自立のためにも進めたいといった学校からの意見もありました。 

 一番下ですが、不登校特例校については、目的を明確にした上で、大人や保護者が選択

できるような学校であれば良いと思うなどのご意見をいただきました。 

 今後についてですけども、いじめ問題に関する行政説明会を来年度・令和４年度につい
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ても実施する予定としております。いただいた意見を踏まえたいじめ問題への対応につい

て、説明を受けたいとか、また、次年度の新規事業である全県共同学校づくり事業におい

て、市町村教育委員会と共有して協議していきたいと思っております。 

 ここで、全県共同学校づくり事業について、少しだけ補足をさせてください。前回この

報告の時には、安心した学校づくり事業という名前で紹介させていただきましたけれども、

その時はモデル校を３校程度というような出し方というか、そういった事業の設計でした

けれども、この度、県と市町村教育委員会が更に連携を密にして、校内組織づくり体制の

方法であるとか、不登校支援の方法、いじめや暴力行為の問題への対応方法を話し合って

課題のある学校に対して、学校訪問を行ったり、アドバイザーを派遣したりして、児童生

徒理解に基づく支援の充実を図りたいということで、事業のほうを組み直しております。

ポイントとしては２つありまして、１つはいじめ不登校対策連携会議というものを２カ月

に１回程度実施します。ここには国の不登校やそういった問題行動等の専門家であるスー

パーアドバイザーに来ていただいて、県の取組であるとか、市町村の取組に対して助言を

いただきたいと考えています。更に２つ目ですが、今度は各市町村において、取組重点校

を設定していただいて、県と市町村教育委員会一緒になって、学校訪問を行ったり、アド

バイスをしたりする。また、大学の先生方もアドバイザーとして、こういった方々がおら

れるということでお示しさせていただいて、学校のほうが課題に応じたそういった先生方

を招聘して研修会などを行えるんじゃないかというふうに考えております。 

 こういったことでなんとか、今あるいじめについても、暴力行為、また不登校について

も、課題が大きくなっているところに対して、しっかりと取組を進めていきたいというこ

とで、新規事業ということで考えておりますので、そちらも合わせて進めていきたいと思

います。報告以上でございます。 

 

○足羽教育長 

 いじめ・不登校連絡対策協議会の概要についてでございましたが、この連絡協議会とい

うのは、今日報告があったように、不登校の親の会でありますとか、臨床心理士さんです

とか、あるいは各市町村の代表者の数名の方等々、関係者にお集まりいただいて、現場の

実態、子どもたちの実態に即した様々な視点からご意見をいただき、それを今後のいじ

め・不登校対策の施策の参考とするための会が、この連絡協議会でございます。それを受

けて、対策本部会議というのを事務局全体で行って、施策に先ほど岡本センター長が説明

しました、来年度予算に向けて全県共同学校づくり事業等という事業をこの連絡協議会

等々のご意見から対策本部会議で練って予算要求に向かっている。そういうふうな位置付

けの会でございます。今、全県共同学校づくりの話が２つ、会等と学校訪問、簡単にいう

とその２つになりますが、会議には全１９市町村の教育委員会に入っていただく。全員集

まっていただいて、専門の大学教授のアドバイザーから指導・助言をいただく。それを受

けて学校訪問は各市町村の中で、課題のある学校に直接県教委と市町村教委で学校に入っ
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て、個別の子どもたちの困り感・状況に応じた指導助言をしていく。ここがこれまで全く

なかった新たな市町村学校への入り込みというのが大きな全県共同学校づくり事業の目玉

となっております。子どもたちの困り感が多様化している、複雑化している、十把ひとか

らげで「こうすればいい」というそういう施策が、もうなかなか効かなくなっているので、

個別に対応するといった取組にするのがこの取組でございます。その辺りの流れと方向性

をご理解の上、ご質問等がありましたらお願いしたいと思います。 

 

○若原委員 

 少人数学級化を既にされてきているわけですけども、その割には学力向上の効果があま

り見えないんじゃないかという指摘がありますけれども、今度の３０人学級化に向けて、

このいじめ不登校対策の面で何か新たな取組とか工夫が必要になってくるんではないかと

思われるんですが、グループ協議では、まだその点については話題になってなかったです

か。 

 

○岡本いじめ・不登校総合対策センター長 

 ありがとうございます。その３０人学級については、直接この会の中では話題としては

出しておりません。出ていないんですけども、ただ、おっしゃるようにこの３０人学級と

いうことについても、私たちしっかり進めていかないといけないと思っておりまして、い

じめの問題であるとか、不登校の支援をどう進めるかといったところはすごく大事だと思

っています。やっぱり、先程教育長もおっしゃってくださったんですけども、個々の教員

がどうやって学校の中でしっかり対応していくか、それぞれ違うというところのアセスメ

ントというところが、すごく大事だなと思っております。その子の背景にどんなことがあ

るのかといったことを含めて、しっかりと学校の中で組織として対応できるといったそう

いう体制をつくるためにも、３０人学級ということと、今回の事業ということをやっぱり

一緒に進めていかないといけないと思っています。 

 

○若原委員 

 なんか、目に見えるような結果を出せるように。 

 

○足羽教育長 

 おっしゃるとおりでございます。 

 

○森委員 

 資料５の事例ということで、先進対応が出ているんですが、こういう先進対応はたくさ

んお持ちなんでしょうか。 
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○岡本いじめ・不登校総合対策センター長 

 今回この対策連絡協議会自体で行った事例検討というのは、実は何年かぶりの２回めと

いうことになります。今こういったケースについてを学校の中でも使っていただけるよう

に、いじめに関する対応マニュアルというのを作っておりまして、そちらのほうにケース

を幾つか重大事態化したようなケースも含めて、学校の中で使っていただけるケースを載

せています。 

 

○森委員 

 いいと思います。こういういじめに対する考え方とか、皆さん個別に当たって、専門家

の方にも来ていただいて、対応に非常に苦慮されているとか、先生方も右なのか左なのか

上なのか下なのか迷われて戸惑われる方も多くいらっしゃるのではないかなあと思われま

す。やはり、現場でもこういったケーススタディーをどなたか一人、中間管理職の方でも

いいので、このケーススタディーに関して非常にスペシャリストというか、この先生に聞

けば「こういうケースはこういうふうに対応するんだよ」というケーススタディーを元に

して、全員が積み上げながらということもありますけれども、こういう方を学校の中じゃ

なくてもいいのかもしれないですけども、何か先生方が何件か取って、自分の対応を振り

返るといいますか、組み立てるといいますか、人と人とが関わることですので自分の感覚

とか感性で関わる人もいれば、非常に論理的に関わられる先生方もいらっしゃると思うけ

れども、一つ先進対応を元にして対応していくというような基本的なところがあると、い

じめ・不登校を含めて何か具体的なものが見えてくるのではないかなと。いろいろなタイ

プの子たちもいますので、事例を参考にして具体的な対応案を持って、その方に向かうと

いうようなこともできれば、少し前進する方向に向かうのかなあというふうに感じました。 

 

○岡本いじめ・不登校総合対策センター長 

 先程もいじめのところで最後に紹介させていただいた意見なんですけども、とても今回

ケースについて話を委員さんの中からいただいた、ほんとにそうだなあというふうに思っ

たのが、担任さんがすごく自分の責任だと思って、何か事が起こってしまうとすごくしん

どくなられたり、あるいは報告はするんだけれども、でもやっぱり一人でずっと見続けね

ばならないということで、けっこうしんどく感じるようなケースがある。そこに対して、

その後のフォローを学校の中にコントロールするような人が一人あるといいね、というご

意見をいただけたのが、これは１つの例なんですけど、とても学びがあったところでして、

こういうようなことでも学校の中で積み重ねていくことはすごく大事なんだというふうに、

このとき改めて思いましたし、今森委員さんからもご指摘いただいたようにほんとにそう

だなと思いましたので、学校の中でもそういったケースについての対応が進んでいくよう

な研修なんかも取り入れていただきたいなと思っております。 
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○佐伯委員 

 全県でいじめに関して取り組んでいくということで、すごく心強いですし、大学教授等

の専門的な助言が得られるということで、どういうふうに見立てていったらいいんだろう

かと思っていらっしゃるところに、適切なお話を聞いたりすることは力強いだろうなと思

います。まず、現場のほうで臨床心理士の方が来てくださって子どもたちに関わってくだ

さる時間というのが大事だなと感じております。中学校区に配置なので、なかなか中学校

区に小学校が何校もあったりしますと、順番にというと時間がかかるので、その空いてい

るところを上手に使いながら加わっていただくし、来ていただいた臨床心理士の方に事後

にいろんなアドバイスをいただいて、それを元にしてまた学校体制として、ではこの子に

どう関わっていくか、ということになります。臨床心理士の方が来られたちょっとした時

間に校内を回られたりしている時に、子どもたちが「あの先生誰かなあ」とか、「話しや

すそうだなあ」とか、子どもたちが親近感を持つこともあると思います。４頁には、教員

とＳＣの協働による心理教育の授業づくりの取組に着手していると書いてありまして、ス

トレスマネージメントのように授業の中に入っていただいたりすると、自分の心の中のも

やもやをどう解消していったらいいのかというような具体的なことを学ぶことができます。

担任の先生とのティームティーチングで、「この先生に自分も話をしてみようかな」と思

えるというようなハードルが下がっていくというのが良かったなあと今でも思っています

ので、こういう実践をまた広げていっていただいて、引いてしまう子どももあるんですが、

担任の先生とはまた違い、担任ではない人に話せるという良さもあります。養護教諭など

がそういう働きをしますけれども、重点取組校なんかにはこういう定期的に同じカウンセ

ラーの方が行っていただくのもいいなあと思っておりますので、その辺よろしくお願いし

ます。 

 

○岡本いじめ・不登校総合対策センター長 

 ありがとうございます。今おっしゃってくださったように、スクールカウンセラーをど

ういうふうに活用していくかというのは、ほんとに学校の戦略の部分にあると思います。

４月・５月の間に学校のほうからスクールカウンセラーさんの紹介を、例えば学校だより

であったり、あるいはちょっと皆の前で紹介をしていただくとか、そういった取組も進め

ていただいております。ただ、カウンセラーに関わっていただいたケースというのはそん

なに多くはないので、同じ学校の先生なんだといった受けとめで、子どもたちと関わって

いただくような取組もしないといけないなと、今お話を伺わせていただいて思いました。

進めていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

○中島委員 

 何点かあるんですが、まず、不登校特例校については、来年度はどんな予定で、どんな

ふうに進められるのかということについてまずお聞きしたいと思います。 
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○岡本いじめ・不登校総合対策センター長 

 特例校については、今いじめ・不登校対策連絡協議会の中で、前回は「こういった学校

がある」といったところを大まかに紹介をさせていただきました。今回はメリットや課題

があるという点をも含めて紹介をさせていただいて、それも踏まえて、鳥取県としてどう

いう形の支援が必要なのか、不登校特例校について在りきの話でなくて、不登校特例校も

含めて、どんな形の支援が今子どもたちに一番必要なのかというところを、今回２回目と

して議論させていただいたところです。ですから今後もそういったところを継続して、や

っぱり不登校特例校も非常に効果があって、そういった考え方というのは進めていかない

といけないということをしっかりと、意見を言っていただけるようであれば、またそうい

ったところも含めての協議というのも進めていきたいと思っています。 

 

○中島委員 

 現状で何校あるんでしたっけ。 

 

○岡本いじめ・不登校総合対策センター長 

 鳥取県ではゼロです。 

 

○中島委員 

 それを設置しようということは、今は具体的には考えていないということですか。 

 

○岡本いじめ・不登校総合対策センター長 

 はい。 

 

○中田教育次長 

 夜間中学設置に当たっては、それが順調に進み始めた中で、学齢期不登校の生徒さんに

ついても、どのような形で、もしかしたら受け入れることができるような形が調整できる

かもしれませんので、そういったことも特例校というか、夜間中学の敷地の中で考えてい

くというのが、今の一番大きな学びの中心になるかなというふうに思っていますので、不

登校特例校については、これからまた議論ということになるんですけど、まず、県立で不

登校特例校というようなことなのか、それとも市町村立でどうなのかというようなところ

も、しっかり市町村教育委員会とも意見交換していく必要があるなと思っています。なに

せ対象が学齢期の子どもになりますので、通学距離なども含めて、しっかり議論をしてい

く必要があるなあと思っています。 

 

○中島委員 
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 さっき、若原委員もおっしゃっていたんですけど、不登校とかいじめの件数というのが、

普通考えると、小さいコミュニティーであるならば、そういうことってのは少なくなるだ

ろうみたいな印象でもって予想する中で、実数と割合としても、全国比的に見ても高いと

いうことが続いていることが、どうしたもんかなあという印象を与え続けているというこ

となのかなあと思います。 

 それで私なりに理由を考えてみると、逆に地域社会がわりと比較的密接であるというこ

とが、子どもたちにプレッシャーをかける部分もあったりするのかなあとか、あとは私立

学校とかいう選択肢がないとかということも、一つ大きいのかなというふうに思うんです

けども、不登校特例校とかについても今後、必要であればいろんなところのいろんな方の

声を聞きながら、そういうものを設置するということも、より積極的に今おっしゃるよう

に、基本的には市町村が設置するということのほうが方向性じゃないかなと思うんですけ

ども、そういうことも県として応援するとか、後押ししていくということも考えていくと

いうことも必要なんじゃないかなというふうに思います。 

 それからもう一つ、先程教育長のほうから、より個別に対応する体制をしっかりつくっ

ていくという話があったことは、非常に良かったかなあと思います。とにかく事象がそれ

ぞれユニークで、固有の条件なので、なかなか一斉に網をかけるというわけにはいかんと

いうことは、今までいろんな事例を見ていても全くそのとおりかと思いますので、是非そ

の点については、ほんとうにしっかり入っていただいて、個別に問題を一個一個つぶして

いくということを、是非やっていただきたいなというふうに思います。それと合わせて、

とはいえ、学級内とか学校内の規律の確立ですね。人を排除するようなことは言わない、

人の容姿について落としめるようなことを言わないというような、各学校の年齢の発達段

階に合わせたということだと思うんですけど、やはり「やってはいけないこと」というの

を明確にしていくということも、私は大事なんじゃないかなと思います。 

 それでお聞きしたいのが、今各学級の中で、市町村によって異なるのかもしれないです

けども、いじめ対策とか、不登校対策、まさにこの資料に出ているようなことを招かない

ようにするための、各学校・クラスで決定される文言化されたものというのはあったりす

るんでしょうか。 

 

○岡本いじめ・不登校総合対策センター長 

 ありがとうございます。各学校において、いじめに対しての基本的な考え方・方針とい

うものを作ってもらって、学級においては、もちろん何かあった時には、当然そういった

ことについての話合いなんかも行われているんですけれども、主に道徳の時間であるとか、

あるいは学級活動の時間であるとか、そういったところでルールであったり、マナーであ

ったり、いじめがいけないよ、ということについては、しっかりと年間計画の中に組み入

れられて授業をしていただいています。 
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○中島委員 

 であるならば、例えばもう一段明確なルールとして、各教室に貼りだしてもらう。「人

を否定するようなことは言わない」とか、「基本的には人の体に触れない」とか、いろん

なことあると思うんですけども、例えばそういうものを考えていただいて、「これはやめ

よう」ということを明確化する。それが明確化されれば、資料５の事例のようなお子さん

も、「ああ、自分は不当なことをされているんだ」というふうに思えるわけですよね。そ

ういうことがケースも減らしていくし、被害に遭った人を応援することにもなるんじゃな

いかということも思うんです。それと並行して、クラスの中に「してはいけないこと」が

増えるということだけだと、また殺伐とするところもあるので、先生のほうから一人一人

の子どもたちのいいところを積極に褒めるということも、一段やっていただくというよう

なこと、これを市町村のことなので難しいところはあると思うんですけれども、いじめ・

不登校を減らすことに向けて、してはいけないことの明確化ということを進めてもらうと

いうことは考えられないでしょうか。 

 

○岡本いじめ・不登校総合対策センター長 

 今お話を伺いながら、すごく大事な部分だなというふうに思いました。２例知っている

んですけども、ある小学校では、これ３年生の教室だったんですけど、子どもたち同士が

話合って決めたルールがあります。それを割と大きな紙にバーンと書いて、その書いてあ

った言葉というのが、「『やめて』と言われたら、１回でやめる。」というルールを貼りだ

していました。これは先生が勝手に決めたルールではなくて、子どもたち同士でなんか衝

突は多少あると思うので、皆でこのルールを話し合って決めたものです。これは素晴らし

い取組だなと思って紹介させてもらったことがあります。 

 あと、算数のエキスパートの先生だったんですけど、学級経営のとても上手な先生が、

友達に使った言葉で、「その言葉いいね」ということをずっと重ねていくというか、ある

紙に書いていかれるんです。そうすると、宝の言葉がどんどん教室に積み重なっていると

いう実践を見させていただきました。子どもたちはその言の意味がわかっていて、初めて

見た私にはちょっと難しいなと思ったこともあったんですが、子どもたちはその言葉の意

味がわかっていて、皆の自信になっている。「ぼくたちの学級はこうなんだ」という学級

ルールを作りあげるというリードを、上手にされる先生でした。学級の子どもたちもとて

も落ち着いていたので、素晴らしいなと思いました。 

 今、中島委員がおっしゃってくださったみたいに、そういう明確な言葉にしてわかりや

すく子どもたちに伝えるということが大切だと思いますので、そういったことも全県共同

の会議の中でも、話題にして、共通理解を図っていきたいなと思います。 

 

○中島委員 

 今おっしゃることというのは、私は全くそのとおりだと思うんですけど、やれたらよい
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こととか、もっと良くするためでなくて、元の習いを作るためのルールの明確化というこ

とも一方で大事ではないかなと思うんですよね。「これはするな」「これは絶対だめだ」と

いうルールを作ることも大事なんじゃないかなあと思うんですよね。全部の市町村にとい

うのはなかなか難しいと思うんですけど、センターのほうから、小学校３年生までで、絶

対にしてはいけないことはこうだということを示す。分け方はご専門でお任せしますけど、

センターのほうからそういう「してはいけないことルール」を考えてもらうというような

ことはできるんですかねえ。それを全県向けに出していって、願わくば教室にも貼ってい

ただくというようなことは。 

 

○岡本いじめ・不登校総合対策センター長 

 そうですね。そういったことについてもちょっと検討してみたいと思いますが、市町村

の理解がないことには貼ってもらえない部分もありますので、一緒に協議をしながら進め

ていくのが、今回の取組の一番いいところというかと思っていますので、そういったこと

も話題に出しながら、そういったことも必要じゃないかというようなことを一緒に考えて

いくというような会にしていきたいなと。 

 

○中島委員 

 私も、何かで知った程度の話なので、不正確かもしれないですけれど、例えばイギリス

の公立小学校とかだと、人の体に触れるということも、基本的には NGだということが外側

からのルールとして決まっているそうです。人間関係のルールじゃなくても、上からのル

ールだというふうになっているので、私はそれぐらいの明確なルールを示していかないと、

今の資料５のようなケースによるいじめとか、不登校ということは抜本的に減っていかな

いのではないかというふうに思っているんです。それで申しあげているんですが、ちょっ

とご検討いただけたらと思います。 

 

○岡本いじめ・不登校総合対策センター長 

 ありがとうございます。 

 

○足羽教育長 

 そのほか、いかがでしょうか。佐伯委員さんどうぞ。 

 

○佐伯委員 

 中島委員さんがおっしゃることはよくわかるんですが、教育現場の中で自分たちの課題

を見ていった時に、「こういうふうにしていきたいねえ」という中で、学年段階において

「こういうことはしたらいけないね」というような、教職員の中での理解をして、それを

どの学級でも共有しながら、「こんなこともあったけども、それが嫌だった場合やめたほ



30 

 

うがいいし、誰かがやっていて自分だったら『やめて』と言えるよ」とかいうような流れ

の中で、生きていくための基本的なルールというか、人との関係づくりとして大切なこと

として学んでいくということがとても大事なことだし、それをしていくべきだと思ってい

るんですけど。それを例えば、教室の廊下にデーンと貼り出すとか、そういうふうなこと

ではないと私の中ではあって、逆に教室の中には温かい文言が溢れていてほしいし、やっ

たらいけないところの裏返しの「こういうふうにするべきだ」とすると、皆そういうふう

に生活ができるというようなことを表示したらいいと思うけれども、絶対やったらいけな

いこと、というのを明記するというのは私の中では、まだ「どうかなあ」という気持ちが

心の中にあるので、ちょっと話させていただきました。 

 

○中島委員 

 はい、ありがとうございました。 

 

○足羽教育長 

 ほんとに裏返しだと思うんですね。子どもたちの心に届かなければ、言葉を並べること

で子どもたちが変わるわけではないので、どうやって子どもたちが相手のことをきちんと

認めたりして、相手を傷つけない、そうした言動に添った動きが取れるかということが大

事なので、極端なことを言えば、「人を殺してはいけない」と貼れば、それで事が済んで

いくのかということは決してないので、子どもたち自身の心に響くような働きかけは、そ

れは言葉なのか、表示なのか、あるいは別のカウンセリン的な支援なのか、それはあると

思いますので、その辺り、中島委員さんのおっしゃっていることと佐伯委員さんのおっし

ゃっていることは根は一緒で、深い子どもの心に届く、そしてまた自分たちの規律をしっ

かりつくっていく、学級規律、そこに通じると思いますので、またいろいろ様々な意見を

聞きながら検討してみたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは丁度昼になりますが、以上でよろしいでしょうか。また、ご意見があれば頂戴

したいと思います。以上で報告のエを閉じたいと思います。 

それでは最後の残り、報告のオにつきましては時間の関係で省略をしたいと思いますが、

よろしいでしょうか。（同意の声。）以上で報告事項を終ります。 

 

 

 

６  その他 

○足羽教育長 

 委員の皆さまのほうから、何かございましたら発言をお願いしたいと思います。中島委

員さんお願いします。 
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○中島委員 

 情報の教員の不足ということが、このあいだ新聞では全国的な状況としては話題になっ

てたんですが、本県の状況がどうかというのは、新年度からの状況なんですが、どうでし

ょうか。 

 

○足羽教育長 

 情報の教員は今、免許を持っている専用の教員というのが必ず授業を教えております。 

 

○中島委員 

 じゃあ、本県は大丈夫なんですか。 

 

○足羽教育長 

 はい。ただ、再来年度から大学共通テストに入っていく時に、そのレベルが一段とプロ

グラミング等で上がりますので、今は情報基礎だとかといった、ほんとにエクセルを使う、

ワープロを使うレベルのニュアンスではないので、そこに対応できるような教員となると、

ほんとは大学で情報を学んだ指導者がやっぱり必要になるという課題はあるなと思ってい

ます。その意味で、情報の教員に対しての採用試験の在り方というのは今検討していると

ころです。 

 

○井上教育人材開発課長 

 学習指導要領が改訂をされて、新学習指導要領における高等学校の教科指導は、普通教

科の情報なんですけども、実はやや高度な内容といいますか、情報の専門的な内容といい

ますか、数学的な内容がかなり入り込んできています。本県では、情報の免許を取得した

者を中心に広く高等学校で教科情報を担当するようにしていまして、基本的にはその内容

がやや高度化したものについても対応できる者でといったところを担保しているというの

が現状なんですけども、他県におきまして専門の情報ではなくて、数学の免許取得者で対

応しているとか、理科の免許取得者で対応しているとか、そういう状況の中で内容が高度

化するということに対応するのが困難だということが、顕在化しつつあるというのが今の

情報の状況です。基本的には、本県では対応できるということなんですけども、今後共通

テストに教科情報が組み込まれる中で、高度化する指導内容に対応できるような研修内容

等も進めていかなければならないとは考えています。 

 

○足羽教育長 

 情報が入ってきた時に、本当に関心があるとか、できそうな人（数学の先生、理科の先

生）を夏休み中に研修に行っていただいて、免許取得といった形で、今そういう方が必ず

免許取得者が対応しているのが現状なので、本県では免許無しでやっている方はないんで
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すが、ただそれが今後求められる情報のレベルの段階が上がりますので、そこまでの指導

が現在の来年の新学習指導要領の中に対応できる形になっていくかというところを、しっ

かり高めなければいけない。そういう課題があります。 

 

○中島委員 

 私としては、大学入学共通テストの中に、情報が入るということは、とにかく生徒の負

担が増えるので、ほんとうに適切な判断だったのかどうかというのは、多いに疑問なとこ

ろで、都道府県教委として、もっとちゃんと意見をいう機会がなかったのかということも

含めて、多いに疑問があるところなんですが、ここは決まってしまったことで、なかなか

「やめろ」というわけにいかないと思うので、ここはしっかり対応していくしかないんだ

ろうなと思っておりますので、お聞きしました。 

 

○井上教育人材開発課長 

 大学入学共通テストには導入されるんですが、今後国立大学協会のほうが、実際にその

中でどう対応をするか、どういう教科を採用し、一次試験と二次試験でどう対応するか、

個々の教科で検討することになります。おそらく採用する流れになっていくんだろうなと。 

 

○中島委員 

 大変ですよね。子どもたち。 

 

○足羽教育長 

 英語でもそうでした。国語・数学の記述でもけっこう、これ流れてしまった。本当、今、

中島委員さんのおっしゃるような情報化社会の流れの中で起こってきたことで当然の話だ

と思うんですが、それを本当に学校現場が、本県が課題とするような指導ができる体制が

ある東京都と、地方の違いがあるなら、これ教育格差じゃないかという問題がまた起こり

得る話なんで、ただそういう声をやっぱり届けないと、「情報科は必要なんだから入れま

す」では通用しない部分が出来てくるので、また機会を見て、全国の情報や捉え方という

のをしっかり把握して、早目に届けるべきならば早目に届けて、受験生の負担軽減だけじ

ゃなくて、本当に必要性や公平性が担保できるのか、その学校には免許を持った人がいな

い。仮免許の人がやっている。困るのじゃないかということで、土台ができるのかという

いう正直な問題点だと思いますから、そうした声を上げながら検討していきたいなと思い

ます。 

 

○中島委員 

 この前の全国都道府県の教育委員教育長の会合でも、一応全国の事務局には問合せがい

っていて、全国の協議会としては、投げ返しをしているんですよね。ただ、我々のところ
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には来てたのかもしれないけれども、我々不勉強だったせいかもしれないけれども、ちゃ

んとした意見が返せなかったというのが、私の認識なんですよね。私聞いてたら絶対反対

したんです。「なんでそんなこと今増やすんだ」ということなので、あれについては決め

方も含めて、ちょっと意見を言える機会があったら、学校のほうでも言っていったほうが

いいんじゃないかと思いますし、他の県の教育委員会でも困っているところがたくさんあ

ると思います。今教育長おっしゃるように、教育格差ということが出てき得ることなので、

ちょっとこれについては、今後も注視していかないといけないんじゃないかなと私は思っ

ています。 

 

○若原委員 

 英語の外部試験や記述試験の問題に対する反対意見ほど今燃え上がっていないけど、こ

れからわかりませんね。 

 

○中島委員 

 だから、もしかして盛り上げていったほうがいいかもしれないんですよ。 

 

○足羽教育長 

 他県(中国５県)の捉え方も聞いてみて、情報を皆さんにも流しながら。 

 

○中島委員 

 幸い、知事会の会長も側にいるわけですから。 

 

○足羽教育長 

 そのほか、よろしいでしょうか。では、本日の定例教育委員会は、これで閉会といたし

ます。次回早いものでいよいよ３月になります。人事の季節にもなりますが、来月は３月

１９日の土曜日、午前９時から教育委員会を開催したいと思いますが、いかがでしょうか。

（同意の声。）次回はコロナの感染状況もありますが、次回はお集まりいただく方向で考

えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上で本日の日程を終了いたしま

す。皆さんどうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

     

 


